
令和３年度 第２回大和市青少年問題協議会（書面開催）次第 

 

 

 議 題 

 

（１） 青少年問題に関する現状報告について     

・青少年相談室 令和 3年度 4月～8月事業実施状況             資料１－１                  

・刑法犯認知状況及び少年非行の概況等（令和 3年 7月末）          資料１－２                         

 

（２） 令和３年度大和市青少年健全育成大会被表彰候補者の選考について 

  ・令和 3年度大和市青少年健全育成大会選考委員会報告           資料２－１ 

  ・令和 3年度大和市青少年健全育成大会選考委員会議事録          資料２－２ 

  ・大和市青少年育成活動推進者表彰要領/大和市青少年善行ほう賞要領       資料２－３ 

 

※こちらの審議については、別紙 2及び別紙 3を併せてご確認ください。 

 

（３）第４９回大和市青少年健全育成大会について                  

  ・第 49回大和市青少年健全育成大会について                資料３－１ 

  ・令和 3年度大和市青少年健全育成作文 掲載者名簿            資料３－２ 

  ・令和 3年度 青少年健全育成に関する児童生徒の作文募集要項         資料３－３ 

 

その他 

令和３年度青少年健全育成推進街頭キャンペーンについて           資料４ 

 

 添付資料 

大和市青少年問題協議会委員名簿 /（裏面）大和市青少年問題協議会幹事名簿 

別紙１ 意見書 

別紙２ 令和３年度大和市青少年育成活動推進者被表彰候補者名簿 

別紙３ 令和３年度大和市青少年善行ほう賞被表彰候補者名簿 

 

 

※各議題について、別紙１「意見書」の各項目にご意見等を記載の上、10 月６日（水）    

までに、同封の封筒にて事務局あてにご提出ください。 

なお、別紙２及び別紙３についても、個人情報保護に伴い、別紙１「意見書」と併せ

てご返送くださいますようお願いいたします。 



青少年相談室 令和３年度４月～８月事業実施状況 

 

（１）青少年相談（電話・来室） 

青少年自身の悩み、青少年が起こす問題行動に悩む保護者などから電話相談・来室相談を受け、そ

の課題解消を支援しています。また、受理された相談のうち、長期的に相談する必要があると認めら

れたケースについては、相談者と話し合いのうえ、継続的に相談を行っています。 

令和３年度８月末までに受理した相談件数は 263件でした。青少年相談室での電話相談と来室相談

両方の相談件数が増加いたしましたが理由としては、昨年度は新型コロナウイルス感染防止の関係で

学校が臨時休業になっていたことで相談そのものが減少していたことが原因と考えられます。今年度

は、通常とおりの相談体制となっております。また、継続して電話相談の段階で学校にコンサルテー

ションして対応できる、室勤務の相談員が学校へ出向いて対応しているなど行っております。 

相談内容別状況をみると、「性格・行動上の問題」95件（36.1％）、「不登校」64件（24.3％）、「学

校生活」40件（15.2％）、「発達障害」12件（4.6％）で、この 4主訴で全体の約８割を占めています。 

学校・職業別状況をみると、「小学生」144件（55.0％）、「中学生」98件（37.4％）で全体の約９割

を占めています。「小学生」の相談件数（144 件）の中では、「性格・行動上の問題」が 55 件で、「中

学生」の相談（98件）では、「不登校」が 54件で、相談件数のトップでした。 
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 （２）教育支援教室 

 

不登校児童・生徒を対象にカウンセリング、学習への援助、人間関係づくりの援助などを組織的・

計画的に実施し、児童・生徒の「生きる力」の伸長を目的に「まほろば教室」が設置されています。 

また、不登校児童・生徒の継続相談の延長として、相談員が児童・生徒の状況やニーズに応じて個

別に関わるとともに、保護者との面談も随時行いつつ、自立に向けた支援を行っています。 

 

◎令和２年度4月～７月 児童・生徒通室状況 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 実数 

人数 １５ １９ ２２ ２１ ４         

昨年度 ０ ０ ７ ７ ６         

 

◎通室延べ人数（８月末現在）  ８１名 

 

◎通室児童・生徒の学年内訳             

 ・小学校３年  男子  １名   女子  ０名 

小学校５年  男子  ３名   女子  ２名 

   合計 ６名  男子  ４名   女子  ２名 

 

・中学校１年  男子  ３名   女子  ２名    

 ・中学校２年  男子  ３名   女子  ０名    

 ・中学校３年  男子  ４名   女子   ５名 

  合計１７名   男子  １０名   女子  ７名 

 

◎通室児童・生徒の学校復帰状況 

・部分登校しながら継続通室   １４名 

・継続通室           １５名 

・学校復帰            ０名 

 

 

（３）街頭補導活動 

 

青少年の非行を早期発見・早期指導により未然に防止するため、専門街頭指導員（2名）が駅周辺、

公園やゲームセンター等、非行の行われやすい場所を毎日巡回し補導活動を実施しています。また、

市が委嘱している青少年相談員（40名）の方々も、青少年の非行防止のため市内４地区を月８回程度

巡回して、指導・声かけをしています。今年度につきましては、「大和市民まつり」「大和阿波おどり」

や地域の祭礼などが新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止となり、特別街頭補導を実施

は行っていません。 

なお、今年度も夜間パトロールを、7 月 1 日から 9 月 30 日の間（６回 19:00～21:00）子どもが溜

まりそうな公園・コンビニ等を中心に実施しています。また、今年度も 10 月以降も夜間パトロール

を継続する予定です。なお、新型コロナウイルス感染症防止のため中止とするときもあります。 

令和３年度４月から８月の補導件数は 99 件で前年度４月から８月の 21 件と比較して、78 件増加

しました。補導の行為別状況をみると、「暴走行為等交通違反」が87件と全体の 約９割を占め、交通

（主に自転車の）マナー・規則を少年が遵守していないことが浮き彫りになっています。 

対象となる少年の学校・職業別の状況をみると、99件中「高校生」が 86件（87.8％）と大多数を

占めており、次いで「小学生」9件（9.2%）、「中学生」2件（2.0%）となっています。 

 

資料 １－１ 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

交通違反

87.9%

飲酒・喫煙

6.1%

その他

6.1%

行為別状況

0

100

200

行為別の対前年比

令３ 令２

資料 １－１ 

高校生

87.8%

中学生

2.0%

小学生

9.2%

無職少年

0.0%
その他

1.0%

学校・職業別状況

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

学校・職業別の対前年比

令３ 令２



Administrator
テキストボックス
資料　１－２



令和３年度大和市青少年健全育成大会選考委員会報告 
 

 

１ はじめに 

 市では、例年１１月に「大和市青少年育成活動推進者表彰要領」及び「大和市

青少年善行ほう賞要領」に基づき、青少年健全育成を目的に地域などで積極的な活

動を続けている者や、善い行いをした青少年に対し表彰を行っています。 

被表彰者の選定にあたっては、青少年関係団体等の長及び自治会長などが大和市

青少年問題協議会の会長に推薦することとしており、決定に関しては、大和市青少年

健全育成大会表彰選考委員会により審査を行い、青少年問題協議会の審議を経て決定

することとしています。 

 

 

２ 令和３年度青少年健全育成大会表彰選考委員について 

 大和市青少年問題協議会規則第６条及び大和市青少年健全育成大会表彰選考委員会

運営要領第３条の規定により、次の通り任命されました。 

 

柿本 隆夫 委員 （令和３年度大和市青少年健全育成大会表彰選考委員会会長） 

箱崎 勝美 委員 

黒田 則子 委員 

森  順子 委員 

大山 優  委員 

小川 陽子 委員 

森園 廣子 委員 

 

 

３ 令和３年度青少年健全育成大会表彰選考委員会について 

（１）開催日  ８月２５日（書面開催） 

（２）参加委員 ７名 

（３）審議対象となった被表彰候補者数 

令和３年度青少年育成活動推進者被表彰候補者：３７名（別紙２参照） 

   令和３年度青少年善行ほう賞被表彰候補者：１名/１団体（別紙３参照） 

（４）選考結果 

   全ての被表彰者を表彰の対象とすることとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 

被表彰者の決定については、本書面会議における承認が必要となります。

別紙２及び別紙３を含めてご確認頂いた上で、別紙１意見書に承認可否の記

入をお願いいたします。 

 

別紙１ 意見書 

別紙２ 令和３年度大和市青少年育成活動推進者被表彰候補者名簿 

別紙３ 令和３年度大和市青少年善行ほう賞被表彰候補者名簿 



参考 

 

【令和３年度 青少年育成活動推進者 被表彰候補者】 

 ・表彰の対象：地域などで青少年活動に携わり、その功績が顕著であり、かつ

活動期間が通算して５年以上である者 

 ・推薦者：青少年関係団体等の長、自治会長 

推薦団体 推薦者数 備考 

市立小学校 ０人 前年度：０人 

市立中学校 ０人 前年度：１人 

自治会 １５人 前年度：５人 

家庭・地域教育活性化会議 ０人 前年度：０人 

青少年指導員連絡協議会 １３人 前年度：０人 

青少年相談員連絡協議会 １人 前年度：０人 

子ども会連絡協議会 ２人 前年度：１人 

母親クラブ連絡協議会 ３人 前年度：７人 

ボーイスカウト大和 １人 前年度：２人 

大和少年補導員連絡会 ２人 前年度：２人 

合計 ３７人 前年度：１８人 

  ※被推薦者及び理由等については、別紙２のとおり 

   

 

 

【令和３年度 青少年善行ほう賞 被表彰候補者】 

・表彰の対象：地域や隣人、友人等に対し善い行いや各奉仕活動などを行った

市内在住又は在学・在勤している２０歳未満の個人又は団体 

・推薦者：市内小・中学

校長及び高等学校長、自治

会長、青少年関係団体の長

推薦団体 

推薦者数 

備考 
個人 団体 

市立小・中学校 １人 １団体 
前年度：１人（個人） 

０団体 

自治会 ０人 ０団体 
前年度：２人（個人） 

１団体 

合計 １人 １団体 
前年度：３人（個人） 

１団体 
※被推薦者及び理由等については、別紙３のとおり 



会議名 令和３年度 大和市青少年健全育成大会表彰選考委員会 

開催場所 書面開催 

意見書を 

提出した委員 

柿本委員、箱崎委員、黒田委員、森委員、大山委員、小川委員、森園委員 以上 7名 

表彰選考委員を

補佐するもの 

樋田こども部長 

事務局 こども・青少年課長、こども・青少年課職員 3名 

担当課 こども部 こども・青少年課 こども・青少年育成係  ℡046－260－5224 

公開の状況 非公開（本委員会で使用する会議資料の中に大和市情報公開条例第７条各号に該当す

る個人名や団体名、地位や活動内容等の個人情報が含まれるため） 

会議次第 議題 

 (1) 表彰選考委員会会長の選出 

（2）令和 3年度大和市青少年健全育成大会被表彰候補者について 

（3）審議について 

（4）その他（青少年健全育成に関する児童生徒の作文募集について） 

内容 （１）表彰選考委員会会長の選出 

⇒全員一致の上、柿本教育長に会長となっていただくことになった。 

 

（２）令和 3年度大和市青少年健全育成大会被表彰候補者について 

（３）審議について 

審議対象となった被表彰候補者数 

・令和３年度青少年育成活動推進者被表彰候補者：３７名 

 ・令和３年度青少年善行ほう賞被表彰候補者：１名/１団体 

⇒全員一致で、全ての被表彰候補者及び候補団体を表彰の対象とすることとな

った。このことについて、「第２回青少年問題協議会」で報告を行い、表彰者

の決定を行うものとする。 

 

＜主な意見＞ 

・コロナ禍、災害と暗いニュースが続く中、心温まるエピソードに癒された。候補者

には、益々のご活躍を期待している。 

・候補者には、青少年育成のためご尽力いただき感謝している。長年の活動の輪が広

がっていくことを願っている。 

・コロナ禍で青少年行事がつぶれることが多い中でも、たくさんの候補者の推薦があ

り良かったと思う。早くコロナが収束し、今回の候補者の皆さんが活躍できる地域

行事が復活することを願っている。 

 

（４）その他（青少年健全育成に関する児童生徒の作文募集について） 

 

＜主な意見＞ 

・感染対策をしっかり行った上で、せめて表彰式だけでも開催してほしい。 

 ・本作文への参加が青少年健全育成に役立つと考える。 

・今年度は作文募集を行うことができ良かったと思う。 

・コロナ禍で多くの学びを大切にしてほしい。 

 

以上 
 

資料２－２ 



大和市青少年育成活動推進者表彰要領 

  

（目的） 

第１条 この要領は、大和市青少年問題協議会（以下「協議会」という。）が主催する大和市青少年

健全育成大会（以下「健全育成大会」という。）において、大和市青少年育成活動推進者を表彰す

ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （表彰の対象） 

第２条 表彰は、職務として行うもの以外で青少年育成活動に携わり、その功績が顕著な者で、次の

各号のいずれかに該当するものに対して行う。 

  （１）青少年団体又は青少年育成団体の指導・育成強化に尽力し、その功績が顕著なもの 

  （２）青少年の非行防止活動に尽力し、その功績が顕著なもの 

 （３）青少年の文化・レクリエーション活動の推進に尽力し、その功績が顕著なもの 

  （４）社会環境浄化活動に尽力し、その功績が顕著なもの 

 （５）前各号に掲げるもののほか、青少年の健全育成、非行防止に関し、多大の功績があったもの 

 （６）その他、表彰に値すると協議会が認めたもの 

２ 表彰の対象となる活動の期間は、当該年度を含め通算して５年以上とする。ただし、特別の功績

があるときはこの限りではない。 

  

 （被表彰者の推薦） 

第３条 被表彰者は青少年関係団体等の長及び自治会長が、「大和市青少年育成活動推進者被表彰候

補者推薦書」により協議会の会長に推薦する。 

 

 （被表彰者の決定） 

第４条 被表彰者は大和市青少年健全育成大会表彰選考委員会が選考の審査を行い、協議会の審議を

経て会長が決定する。 

 

 （表彰の方法） 

第５条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。 

２ 表彰を受けるべき者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈与する。 

 

 （表彰の時期） 

第６条 表彰は、健全育成大会において行う。ただし、特別の事情があるときは、他の日において行

うことができる。 

 

 （委任） 

第７条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、協議会の会長が別に定める。 

 

       附 則 

  １ この要領は、平成２８年 １月 ４日から施行する。 

 ２ 施行日前の表彰については、昭和５４年４月１日施行「大和市青少年育成活動推進者表彰要

綱」の規定により表彰した後、この要綱は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

資料２－３ 



大和市青少年善行ほう賞要領 

 

  （目的） 

第 1条 この要領は、大和市青少年問題協議会（以下「協議会」という。）が主催する大和市青少年

健全育成大会（以下「健全育成大会」という。）において、大和市青少年善行ほう賞（以下「ほう

賞」という。）によりその善行を賞することに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

  （ほう賞の対象） 

第２条 ほう賞は、大和市内に在住又は在学・在勤している２０歳未満の青少年で、次の各号のいず

れかに該当する個人又は団体に対して行う。 

（1）隣人、友人など特定の人に対する援助に尽くしたもの 

 （2）社会福祉施設又は社会的弱者に対する慰問激励、各種奉仕活動やこれらの者に対する金品の寄

付その他により社会福祉に尽くしたもの 

  （3）子ども会の指導、年少者の教育、非行少年の善導などに尽くしたもの 

 （4）人命の救助救急看護など顕著な功績があったもの 

  （5）家庭又は親族間における徳行、勤倹力行などで顕著な功績があったもの 

 （6）清掃美化その他環境衛生の保持改善に継続的に尽くしたもの 

 （7）交通整理、水難防止その他事故防止に継続的に尽くしたもの 

 （8）芸術、文化、スポーツの振興に貢献したもの 

２ ほう賞の対象となる活動の期間は、概ね 1年以上とし今後活動が継続される見込みのあるものと

する。ただし、前項（４）の場合及び特別の功績があるときにはこの限りではない。 

 

（被ほう賞者の推薦） 

第３条 被ほう賞者は、市内小・中学校長及び高等学校長、自治会長、青少年関係団体の長が、「大

和市青少年善行ほう賞推薦書」により協議会の会長に推薦する。 

 

  （被ほう賞者の決定） 

第４条 被ほう賞者は大和市青少年健全育成大会表彰選考委員会が選考の審査を行い、協議会の審議

を経て会長が決定する。 

    

  （ほう賞の方法） 

第５条 ほう賞は、表彰状及び記念品を授与して行う。 

２ ほう賞を受けるべき者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈与す

る。 

 

  （ほう賞の時期） 

第６条  ほう賞は、健全育成大会において行う。ただし、特別の事情があるときは、他の日において

行うことができる。 

 

  （委任） 

第７条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、協議会の会長が別に定める。 

 

        附 則 

１ この要領は、平成２４年１２月 １日から施行する。 

２ 施行日前のほう賞については、昭和 61年 6月 1日施行「大和市青少年善行ほう賞要綱」の規定に

よりほう賞した後、要綱は廃止とする。 

 



 
 

大和市青少年善行ほう賞要領 

 

  （目的） 

第 1条 この要領は、大和市青少年問題協議会（以下「協議会」という。）が主催する大和市青少

年健全育成大会（以下「健全育成大会」という。）において、大和市青少年善行ほう賞（以下

「ほう賞」という。）によりその善行を賞することに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

  （ほう賞の対象） 

第２条 ほう賞は、大和市内に在住又は在学・在勤している２０歳未満の青少年で、次の各号のい

ずれかに該当する個人又は団体に対して行う。 

（1）隣人、友人など特定の人に対する援助に尽くしたもの 

 （2）社会福祉施設又は社会的弱者に対する慰問激励、各種奉仕活動やこれらの者に対する金品

の寄付その他により社会福祉に尽くしたもの 

  （3）子ども会の指導、年少者の教育、非行少年の善導などに尽くしたもの 

 （4）人命の救助救急看護など顕著な功績があったもの 

  （5）家庭又は親族間における徳行、勤倹力行などで顕著な功績があったもの 

 （6）清掃美化その他環境衛生の保持改善に継続的に尽くしたもの 

 （7）交通整理、水難防止その他事故防止に継続的に尽くしたもの 

 （8）芸術、文化、スポーツの振興に貢献したもの 

２ ほう賞の対象となる活動の期間は、概ね 1年以上とし今後活動が継続される見込みのあるもの

とする。ただし、前項（４）の場合及び特別の功績があるときにはこの限りではない。 

 

（被ほう賞者の推薦） 

第３条 被ほう賞者は、市内小・中学校長及び高等学校長、自治会長、青少年関係団体の長が、

「大和市青少年善行ほう賞推薦書」により協議会の会長に推薦する。 

 

  （被ほう賞者の決定） 

第４条 被ほう賞者は大和市青少年健全育成大会表彰選考委員会が選考の審査を行い、協議会の審

議を経て会長が決定する。 

    

  （ほう賞の方法） 

第５条 ほう賞は、表彰状及び記念品を授与して行う。 

２ ほう賞を受けるべき者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈与

する。 

 

  （ほう賞の時期） 

第６条  ほう賞は、健全育成大会において行う。ただし、特別の事情があるときは、他の日におい

て行うことができる。 

 

  （委任） 

第７条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、協議会の会長が別に定める。 

 

        附 則 

１ この要領は、平成２４年１２月 １日から施行する。 

２ 施行日前のほう賞については、昭和 61年 6月 1日施行「大和市青少年善行ほう賞要綱」の規

定によりほう賞した後、要綱は廃止とする。 



 

 

第４９回大和市青少年健全育成大会について 

 

 

毎年、「子ども・若者育成支援強調月間」に合わせ、市民各層を主体とした多様な青 

少年育成活動の推進を喚起するとともに、市民総ぐるみの運動として効果的な推進を図るこ

とを目的として開催している本大会について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防

止する観点から、今年度の開催は次のとおりとします。 

 

 

・規模を大幅に縮小し、表彰（青少年善行ほう賞者、青少年育成活動推進者及び

青少年健全育成作文集「明るくたくましく」掲載者）のみ行います。 

 

・式の開催にあたっては、各被表彰者のみ（児童及び生徒はその保護者）を出席

とします。 

 

・青少年健全育成作文集「明るくたくましく」は例年通り作成し、関係者等へ配

布します。 

  

 ・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては表彰式を中止とし、各被表彰者

に対しては、個別に表彰状等を届けるなどの対応を行います。 

                          

 

 

以上 
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令和３年度 青少年健全育成に関する児童生徒の作文募集要項 
 

１．目的 

青少年健全育成活動の一環として、児童生徒に対し青少年健全育成に関する作文

を募集することによって、日々の生活や学校生活で感じていることや考えているこ

とを文章で表現する力と、地域や家族、自分自身を見つめ直し、広い視野で物事を

考える力を身につけることを目的とします。 

  また、学校推薦された作文を表彰するとともに、作文集「明るくたくましく」と

して編集し、行政や学校関係者、家庭、地域の方々に配布することにより、青少年

健全育成や青少年健全育成大会に関する意識の醸成及び地域の青少年に対する理解

を深める一助とします。 

 

２．主催 

  大和市・大和市教育委員会・大和市青少年問題協議会 

 

３． 募集内容 

（１）対象学年 

市内の小学５年生、中学２年生及び高校２年生 

 

（２）作文のテーマ 

「日常生活や学校生活の中で感じていることや、大人や地域に訴えたいこと、

未来に向けての夢や希望」（タイトル（題名）は自由） 

《テーマの例》 

「わたしの住む市」「わたしの友だち」「わたしの夢」「わたしの家族」

「わたしの健康づくり」「大和の自然」「心の中の大切なもの」 

「自然体験・社会体験を通じて」など  

 

（３）原稿 

６００字詰めの専用の用紙２枚以内に、 

日本語により表記されたものに限ります。 

※本文の前にタイトル（題名）、学校名、学年、 

クラス、氏名（ふりがな）を必ず記入してくだ 

     さい。 

 

（４）提出期日及び提出先 

期出日：令和３年９月６日（月）  

提出先：大和市こども部 

 こども・青少年課（青少年センター内） 

※児童・生徒用のチラシには、学校への提出を 

「夏休み明けまで」としています。 
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４． 表彰など 

・学校推薦された児童生徒は１１月に表彰します。（表彰の方法等については別途

ご連絡します） 

・応募者全員に応募記念品を進呈します。 

 

５．作文集「明るくたくましく」の配布 

学校推薦された作文を作文集「明るくたくましく」として編集し、大会関係者並

びに青少年育成関係者及び各学校へ参考資料として配布します。 

 

６．応募上の注意 

・応募作文は自作の未発表のものに限ります。 

・応募作文の使用権は、大和市に帰属します。  

・応募作文の返却は行いません。 

・応募作文に記載されている個人情報は、作文集「明るくたくましく」の編集に

必要な範囲内で利用します。  

※各校で学校推薦１点を選定してください。 

（学校推薦された作文については作文集に掲載されます。掲載にあたり、該

当児童生徒には、指定用紙へ油性ボールペンで清書をお願いいたします。

学校推薦の作品については、学校名・学年・氏名について、広報等にて発

表を行う場合があります。） 

※学校推薦の１作品の他、応募者全員に参加賞を進呈するため、学年、クラ

ス、氏名（ふりがな）が記載された名簿（様式自由）をご提出いただきま

すよう、お願いします。 

 

７．問い合わせ先 

大和市こども部 こども・青少年課 

（市民活動拠点ベテルギウス内・第３月曜休館） 

住 所：大和市深見西１－２－１７ 

電 話：２６０－５２２４ 

ＦＡＸ：２６１－４９００ 



 

 

令和３年度青少年健全育成推進街頭キャンペーンについて 

 

 

国は毎年１１月を、「子ども・若者育成支援強調月間」とし、青少年育成支援のための

諸事業、諸活動を集中的に実施しています。 

本市においては「明るくたくましい青少年が育つ都市」の都市宣言を行っており、「子

ども・若者育成支援強調月間」での青少年育成活動の推進を喚起するため、例年、美化推

進月間クリーンキャンペーンの一環で行われる駅前クリーン活動に合わせて、大和駅周辺

の清掃活動を行う青少年健全育成推進街頭キャンペーンを実施しております。 

今年度の青少年健全育成推進街頭キャンペーンにつきましては、新型コロナウイルス感

染症感染拡大防止の観点から、関係所管課と実施の是非について調整を行っているところ

です。つきましては、調整結果を改めてご連絡させていただきますので、今しばらくお時

間を頂きたく存じます。 

 なお、「子ども・若者育成支援強調月間」には、大和市役所本庁舎西側に都市宣言である、

「明るくたくましい青少年が育つ都市」の懸垂幕を掲示するなどして、青少年育成活動の

推進を喚起いたします。 

 

 

以上 
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